
「一者応札・一者応募」に係る改善方策について 

 

令和５年１２月 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

 

当機構では、随意契約見直し計画に沿って、一般競争入札等競争性のある契約方式への移

行を推進しているところである。 

しかしながら、一般競争入札等を実施した結果、当機構においても、一者応札・一者応募

となっている契約が散見されており、契約により個々の事情はあるものの結果として、競争

性のより一層の確保の余地があると思われるものも見受けられるところである。 

このことから、当機構では、平成２１年７月以降一者応札・一者応募の改善に取り組んで

いるところであるが、競争性の一層の確保に向けて以下のとおり取り組むこととする。 

 

 

１ 公告に関する事項 

・公告期間について、可能な限り開庁日で１０日以上の公告期間を確保する。 

・一者応札・一者応募となった契約は、次回同一内容の調達を行う場合に、開庁日で１

５日以上の公告期間を確保するよう努める。 

 

２ 契約準備期間等に関する事項 

適切な履行が可能となるよう、落札決定から履行開始までの十分な準備期間及び契約

（履行）期間が確保できるよう配慮する。 

 

３ 仕様書等に関する事項 

・仕様書は、特定のものが有利とならないよう具体的な業務内容、業務量を記載するよ

う努めることとし、発注単位、発注時期等を十分に考慮し、適切な発注となるよう配慮

する。 

・繰り返し同一の内容を調達する場合等においては、長期的な収支予測を可能とし、契

約相手方の雇用環境を安定させるため、複数年契約を導入するよう努める。 

 

４ 資格要件に関する事項 

入札参加資格は、取得資格及び地域性等について契約ごとに今まで以上に十分に考慮

したうえで業務の履行に必要最小限のもののみとし、競争参加者を不必要に制限するこ

とのないよう配慮し設定する。 


